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事 業 報 告 
２０２４年 ４月 １日から 

２０２５年 ３月３１日まで 

 

１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過及びその成果 

当期におけるわが国経済は、企業の雇用・所得環境の改善等により回復基調

で推移した一方で、原材料費の高騰や人手不足による物流費・人件費の上昇、

また不安定な国際情勢等により、先行き不透明な状況が続きました。 

当社事業を取り巻く環境は、主に円安を背景とした旺盛な訪日需要に支えら

れ堅調に推移しました。このような事業環境のもと、当期は国内線と国際線そ

れぞれにおいて新たな定期便の就航を実現し、旅客数は仙台空港開港以来最多

となる 377 万８千人となりました。 

旅客ターミナルビル内において、仙台空港を発着する直行便や乗継便等を利

用した旅行商品、就航地をＰＲする「仙台空港 旅フェス！」の開催、また就航

地の特産品フェア等により国内外への旅行需要の喚起を図るとともに、仙台空

港祭や地域団体によるイベント、また地域の特産品・名産品等を取り扱った催

事の開催等により地域の方々にも仙台空港へ足をお運びいただきました。 

その結果、当期の経営成績は、原材料高や人件費上昇等を要因とした空

港運営経費が増加したものの売上が伸長し、売上高 47億６百万円（対事業

計画 2.3％増。対前期 12.4％増）、営業利益４億６百万円（対事業計画 49.9％

増。対前期 17.2％増）、当期純利益５億 52 百万円（対事業計画 65.1％増。

対前期 6.0％減）となりました。 

 

（安全と保安に関する取り組み） 

当社は、安全と保安を空港運営において最も重要な要素であると位置付けて

います。当期も安全方針に基づき、社員に対する安全・保安教育の実施、社外

の関係機関等とも連携しながら各種規程類やマニュアルの更新、航空機事故対

処訓練や津波避難訓練など各種訓練の実施、所要の設備投資等により、安全と

保安の維持・向上に継続して取り組んだ結果、当社に起因する重大事故の発生

はありませんでした。 

 

（航空・貨物営業活動） 

国内線につきましては、９路線における定期便の搭乗率維持・向上のため航

空会社や自治体と連携した仙台空港利用促進ＰＲの展開、仙台空港公式 LINE を

活用したイベント情報等の配信を継続したほか、12 月からは岩手県内への高速

バスの運行を実現する等、仙台空港をご利用いただく環境づくりに努めました。

その結果、全般的に堅調に推移したもののビジネス需要の弱含みが続いたこと

もあり、国内線旅客数は 325万９千人（対事業計画 2.8％減）、前期から８万２

千人の増加（2.6％増）、コロナ禍前となる 2019 年度に対しては７万９千人の

減少（2.4％減）となりました。 
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国際線につきましては、香港路線やバンコク路線誘致に向け関係機関と連携

した航空会社へのトップセールスの実施、オーストラリアで開催された国際商

談会への参加、また台湾で開催された東北の魅力を発信するプロモーションイ

ベントへの参加等により、新規路線の誘致や就航路線の利用促進に注力しまし

た。 

12 月から１月にかけて香港路線に３社による新規就航が実現した結果、３月

末時点で５路線において週 37 往復で定期便が運航、旺盛なインバウンド需要を

背景に特に台北路線が好調に推移したこともあり、国際線旅客数は 51 万９千人

（対事業計画 17.7％増）、前期から 14 万５千人の増加（38.9％増）、2019 年

度に対しても 14 万人の増加（37.0％増）となり、2000 年度の 47 万１千人を上

回る開港以来最多となる国際線旅客数を記録する結果となりました。 

国内線・国際線を合わせた旅客数は 377 万８千人（対事業計画 0.4％減）、前

期から 22 万８千人の増加（6.4％増）、2019 年度に対しても６万人の増加（1.6％

増）となり、開港以来最多の旅客数となりました。 

貨物事業における取扱貨物量は、国内貨物 2,003 トン（対事業計画 15.2％増）、

国際貨物 783 トン（同 5.6％減）、貨物量合計で 2,787 トン（同 8.4％増）とな

りました。 

 

（商業・サービス施設） 

香港路線の新規就航も相まって増加するインバウンド旅客に向けた東北の魅

力を発信する拠点として、国際線出国待合室にある免税売店内に「Tohoku 

Premium」コーナーを設置し、2024 年 12 月 21 日から営業を開始しました。同コ

ーナーでは、東北らしさ・魅力を感じていただくことができる東北地方の伝統

工芸品や特産品等を揃えています。今後は品揃えをさらに拡充し、東北の空の

玄関口となる仙台空港から東北ブランドを発信、再び東北の地を訪れていただ

くきっかけづくりに努めます。 

また、７月には仙台空港駐車場の入退場システムのリニューアルを行いまし

た。従来の出入口ゲートバーや駐車券を廃止し、出入口に設置したカメラで車

両ナンバーを読み取り入退場を管理・精算するチケットレス方式に変更しまし

た。これにより駐車券を紛失するリスクをなくすとともに、ゲートレスによる

スムーズな入退場の実現、また駐車料金の決済手段を拡充し、お客様の利便性・

快適性の向上を図りました。 

 

（サービス品質確保・向上に向けた取り組み） 

当社は、2021 年１月に ISO9001 による品質マネジメントシステムの認証を取

得し、空港施設の運営に関わる顧客サービスの品質確保・向上を目指して取り

組んでまいりました。当期も引き続き、品質マネジメントシステムの運用状況

について定期的な内部監査や外部審査機関によるサーベイランス、また社員に

対する教育研修を行い、当社が提供するサービス品質の向上に努めました。 
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（空港脱炭素化に向けた取り組み） 

当社は、航空局による空港脱炭素化推進計画に協力すべく取り組みを進め

ています。その一環として 2023 年度に整備・稼働を開始した自家消費型太陽光

発電サービス（外部事業者が仙台空港お客様駐車場の一部にカーポート型太

陽光発電所を設置、発電した電力の全量を旅客ターミナルビルで使用するも

の）が提供する再生可能エネルギーは、当期の旅客ターミナルビルにおける

使用電力量の約 25％を賄い、脱炭素化に貢献しました。この他、航空灯火の

LED 化や旅客ターミナルビルで使用する設備更新の際に省エネ化を図る等に

より脱炭素化対策を進めました。 

 

（２）資金調達の状況 

特記すべき事項はありません。 

 

（３）設備投資の状況 

当期の設備投資額は、空港用化学消防車更新、滑走路・誘導路舗装更新工事、

駐車場改修工事、旅客搭乗橋更新工事等により 1,220 百万円となりました。 

 

（４）対処すべき課題 

当期は、特に国際線における良好な事業環境が後押しし、香港路線の新たな定期

便就航が実現する等、国際線と仙台空港全体それぞれの旅客数が開港以来最多を記

録する結果となりました。 

来期は旅客数が増加している国際線の安定した就航を支えるための諸施策を講

じ、東北の玄関口としての機能強化を図ります。 

他方、国内線については、コロナ禍によるビジネス慣行の変化も影響し旅客数は

前期から横ばいの結果となりました。日本の人口動態や仙台空港の主要マーケット

となるアジア諸国の経済成長等を鑑み、中長期的な仙台空港のあり姿を見据えた国

内線・国際線それぞれの路線誘致活動を進めます。 

ご利用されるお客様に素晴らしい空港体験をしていただける仙台空港、ならびに

空港運用を支える当社従業員や関係事業者の方々が働きやすい魅力的な就業先と

しての仙台空港を実現し持続可能な成長を図るため、コロナ禍で一時中断していた

旅客ターミナルビルのリニューアルを検討・推進します。 

同時に空港脱炭素化を計画的に進める等、社会的課題解決への貢献、地域との共

生により、引き続き地域に愛され続ける空港を目指します。 

企業としての成長を支える人材確保と育成にも注力します。特に当期は当社初と

なる新卒社員の採用により、2025 年４月より３名を新しい仲間に迎えることとな

りました。空港運営のプロフェッショナルとしてのキャリア形成を図る育成計画を

進めます。 
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空港運営の前提となる安全・保安の確保、空港運営を支える従業員のコンプライ

アンス遵守のための啓発・教育をたゆまずに続けるとともに、取得している ISO9001

に基づく品質マネジメントシステムの運用状況を定期的に監査、所要の改善を図る

ことで、顧客サービスの品質向上と安全・安心で快適な空港体験を提供できるよう

努めます。 

 

（５）直前三事業年度の財産及び損益の状況   

 第７期 

(2021 年度) 

第 8 期 

(2022 年度) 

第 9 期 

(2023 年度) 

第 10 期(当期) 

(2024 年度) 

売上高 2,285 百万円 3,253 百万円 4,186 百万円 4,706 百万円 

当期純利益または 

当期純損失（△） 
△1,085 百万円 △162 百万円 588 百万円 552 百万円 

１株当たり当期純利益 

または当期純損失（△） 
△21,262.52 円 △3,174.99 円 11,526.87 円 10,829.54 円 

純資産 5,688 百万円 5,526 百万円 6,114 百万円 6,667 百万円 

総資産 11,368 百万円 11,627 百万円 11,260 百万円 11,213 百万円 

（注）2021 年度より「収益認識に関する会計基準」を適用し純額表示となっております。 

 

（６）主要な事業内容 

仙台空港の運営等 

・航空機の離着陸の安全を確保するための航空保安施設の運営等 

・空港周辺の航空機の騒音対策 

・空港ターミナルビル(貨物棟含む)の所有及び経営 

・不動産賃貸、物品販売等 

・航空旅客、航空貨物及び航空事業者に対する役務の提供 

・駐車場運営 

 

（７）事業所の所在地及び従業員の状況 

①事業所の所在地 

宮城県名取市下増田字南原無番地 

 

②従業員の状況（2025 年３月 31 日現在） 

従業員数 160 名 

 

（８）重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社の状況 

（ア）親会社との関係 

当社の親会社は東急株式会社であり、同社は当社の議決権株式を

42.0％保有しています。 

（イ）親会社等との間の取引に関する事項 

当社の株式の出資比率は２．会社の株式に関する事項に記載の通り

であり、株主各社より役員及び出向社員を受け入れています。 

当社は、当社独自の発注規程に則り、親会社等との取引に関しては、
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株主間契約により独立当事者間取引とすることを原則とし、取引条件

等の内容の適正性をその他事業者との比較等から慎重に検討して決

定しています。 

また、取引に係る意思決定は当社独自の基準に基づき行っています。 

 

②子会社の状況 

当社の子会社はありません。 

 

（９）主要な借入先及び借入額（2025 年３月 31 日現在） 

     

借入先 借入金残高 

宮城県 1,829,331 千円 

国土交通省 1,197,479 千円 

 

 

２．会社の株式に関する事項（2025 年３月 31 日現在） 

①発行可能株式総数 200,000 株 内訳 普通株式 60,000 株 

   Ａ種優先株式 140,000 株 

②発行済株式の総数 169,960 株 内訳 普通株式 51,030 株 

   Ａ種優先株式 118,930 株 

③株主数  内訳 普通株式 ７名 

   Ａ種優先株式 ４名 

④株主 

株主名 
持株数 

持株比率 
普通株式 Ａ種優先株式 合計 

東急株式会社 21,432 株 35,679 株 57,111 株 33.6％ 

前田建設工業株式会社 15,309 株 35,679 株 50,988 株 30.0％ 

豊田通商株式会社 8,164 株 19,029 株 27,193 株 16.0％ 

東急不動産株式会社 4,592 株 － 4,592 株 2.7％ 

株式会社東急エージェンシー 511 株 － 511 株 0.3％ 

東急建設株式会社 511 株 － 511 株 0.3％ 

株式会社東急コミュニティー 511 株 － 511 株 0.3％ 

Global Infrastructure 
Management 
インカム・ファンド２号 
投資事業有限責任組合 

－ 28,543 株 28,543 株 16.8％ 

合計 51,030 株 118,930 株 169,960 株 100.0％ 

（注）持株比率は、普通株式の総数と発行済のＡ種優先株式の総数の合計から計算しております。 
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３．会社役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役に関する事項（2025 年３月 31 日現在） 

地   位 氏     名 担当及び重要な兼職の状況 

取締役社長 
(代表取締役) 

 

取 締 役 

 
取 締 役 

 
取 締 役 

 
取 締 役 

 
 

取 締 役 
 
 
 
 
 

取 締 役 

 
常勤監査役 

 
監 査 役 

 
 

監 査 役 
 
 

監 査 役 

前 田 基 
 
 

谷 内 克 行 
 

小 川 光 
 

中 山 幸 広 

 
髙 橋 和 夫 

 
 

東 山 基 

 
 
 
 
 

池 内 敬 

 
菅 原 一 成 
 

氏 家 照 彦 

 
 

西 口 義 郎 
 
 

土 屋 智 永 

 
 
 
空港運用部長 
 
航空営業部長 
 
管理部長 

 
東急㈱ 副会長 
東急電鉄㈱  取締役会長 
 
前田建設工業㈱ 常務執行役員 
経営革新本部 副本部長（事業戦略担当） 
兼 CSV戦略担当 
兼 CSR担当 
兼 コンプライアンス担当 
 
東急不動産㈱ 取締役専務執行役員 

 
 
 
㈱七十七銀行 代表取締役会長 
仙台空港鉄道㈱ 取締役 
 
前田建設工業㈱  
経営革新本部 事業ファイナンス部 部長 
 
東急㈱  監査役会事務局 担当部長 

注１. 当期中の取締役および監査役の異動は次のとおりです。 

① 2024年 6月 20日の第９期定時株主総会において、鳥羽明門氏は任期満了により取締役を、

小野寺雄一氏は辞任により監査役を、それぞれ退任しました。 

② 2024 年 6 月 20 日の第９期定時株主総会において、中山幸広氏は取締役に、菅原一成氏は

監査役に、それぞれ新たに就任しました。 

注２. 取締役東山基氏、取締役池内敬氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役であります。 

注３. 監査役菅原一成氏、監査役氏家照彦氏、監査役西口義郎氏は、会社法第２条第１６号に定め

る社外監査役であります。 

注４. 監査役菅原一成氏は、地元有力企業において財務・会計部門のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ職の経験を持ち、財

務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 

注５. 監査役氏家照彦氏は、銀行経営における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程

度の知見を有しております。 

注６. 監査役西口義郎氏は、ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰのｺﾝｾｯｼｮﾝ企業において財務・会計部門のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ職の経

験を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 
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（２）取締役および監査役の報酬等の額 

①報酬等の総額および員数 

 

区 分 員数（名） 報酬等の額（千円） 

取締役 

（うち社外取締役） 

２ 

（－） 

13,200 

（－） 

監査役 

（うち社外監査役） 

３ 

（３） 

9,840 

（9,840） 

計 
５ 

（３） 

23,040 

（9,840） 

（注）上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与を含む)として、

36,000 千円を支給しています。 

 

②報酬等に関する株主総会決議に関する事項 

当社では、取締役および監査役の報酬等の額は株主総会の決議により、それ

ぞれ以下のとおり定めております。 

 

 取締役の報酬等の額 監査役の報酬等の額 

当該株主総会決議の日 2018 年 6 月 22 日 

定時株主総会 

2017 年 6 月 23 日 

定時株主総会 

当該定めの内容（概要） 取締役の報酬等の額を年

額 50,000,000 円以内と

定める。 

各取締役に対する具体的

な金額等は、 取締役会の

決議による。 

なお、 取締役の報酬等の

額には、 使用人兼務取締

役の使用人分給与は含ま

ない。 

監査役の報酬等の額を年

額 13,000,000 円以内と

定める。 

各監査役に対する具体的

な金額等は、 監査役の協

議による。 

当該定めに係る 

会社役員の員数※ 
７名 ３名 

※当該定めに係る会社役員の員数は、当該決議時点であります。 

 

③各会社役員の報酬等の額の決定の委任に関する事項 

各取締役に支給する報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役に

その具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役は、当社の業績等も踏

まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、

職責等に応じて決定しております。 
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（３）社外取締役および社外監査役に関する事項 

①重要な兼務先と当社との関係 

地位 

氏名 
兼職状況 

当社と当該他の 

法人等との関係 

取締役 

東山 基 

前田建設工業㈱ 常務執行役員  

経営革新本部 副本部長（事業戦略担当） 

兼 CSV戦略担当 

兼 CSR担当 

兼 コンプライアンス担当 

同社とは出向者受入

等の取引関係があり

ます。 

取締役 

池内 敬 

東急不動産㈱ 取締役専務執行役員 重要な取引その他の

関係はありません。 

監査役 

氏家 照彦 

㈱七十七銀行 代表取締役会長 同社とは資金借入の

取引がありますが、

一般取引と同様の条

件であります。 

仙台空港鉄道㈱ 取締役 同社とは土地の賃貸

借契約を締結してお

ります。 

 

②社外取締役および社外監査役の活動状況  

氏名 出席・発言状況 

取締役 

東山 基 

当期中に開催された取締役会の全７回のうち全てに出席し、当社

の経営に対し、インフラストラクチャ―のコンセッション企業に

おける役員としての経験に基づき、適宜必要な意見を述べていた

だいております。 

取締役 

池内 敬 

当期中に開催された取締役会の全７回のうち全てに出席し、当社

の経営に対し、大手デベロッパー企業の取締役としての経験に基

づき、適宜必要な意見を述べていただいております。 

監査役 

菅原 一成 

当期中に開催された取締役会の全７回のうち就任後に開催され

た６回全てに出席、監査役会の全５回のうち就任後に開催された

４回全てに出席し、当社の経営に対し、地元有力企業における常

勤監査役としての経験に基づき適宜必要な意見を述べていただ

いております。 

監査役 

氏家 照彦 

当期中に開催された取締役会の全７回のうち６回に出席、監査役

会の全５回のうち４回に出席し、当社の経営に対し、金融機関に

おける経験および企業経営者としての経験に基づき適宜必要な

意見を述べていただいております。 

監査役 

西口 義郎 

当期中に開催された取締役会の全７回のうち全てに出席、監査役

会の全５回のうち全てに出席し、当社の経営に対し、インフラス

トラクチャ―のコンセッション企業における財務・経理部門のマ

ネジメント経験に基づき適宜必要な意見を述べていただいてお

ります。 
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（４）責任限定契約の概要 

当社は、社外監査役菅原一成氏、社外監査役氏家照彦氏との間で、職務を行

うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 423 条第１項の損害

賠償責任について、会社法第 427 条第１項に基づき、会社法第 425 条第１項に

規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。 

 

４．会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の名称 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 

 

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額および監査役会が同意した理由 

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

9,900 千円 

 

②監査役会が同意した理由 

監査役会は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の当社に対する上記報酬等の額に

ついて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見

積りの算出根拠等の適切性ならびに非監査業務の委託状況等を確認・検証した

結果、会計監査人の独立性と会計監査の品質等が確保され、妥当と判断して同

意いたしました。 

 

（３）非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

（４）責任限定契約の概要 

該当事項はありません。 

 

（５）解任または不再任の決定の方針 

当社監査役会は、会社法 340 条第１項各号に定める事由に該当すると判断し

た場合は、会計監査人を解任いたします。 

上記のほか、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を考慮し、会計監査人

が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任

または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案

を株主総会に提出いたします。 
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５．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 

（１）決議の内容の概要 

当社の業務の適正を確保するための体制の整備等について、2016年６月８日付取締

役会により決議し、2022年８月５日付取締役会で改正した内容の概要は次のとおりで

あります。 

 

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

・全社が守るべき指針等を周知し、定期的にコンプライアンス教育を実施

し、その徹底を図り、法令・社内規程等への違反行為があったときには懲

罰規程に基づき厳正に処分する。 

・取締役社長が指名する担当者により定期的にモニタリング（内部監査）

を行うとともに、内部通報窓口を設けることにより、法令・行動指針に違

反する行為に関し従業員が直接通報・相談できるようにする。 

・法令・定款違反等の行為が発見された場合には、迅速に情報を把握する

とともに、必要に応じて外部専門家等と協力しつつ適正に対応していく。 

・反社会的勢力及び団体を排除・遮断することとし、警察当局等外部機関

と緊密に連携を持ちながら対処する。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・法令、取締役会規則並びに文書取扱に関する規則に基づき、取締役の職

務の執行に係る情報を文書または電磁的記録により適切に作成、保存又は

廃棄する。 

・保存された文書は、取締役・監査役・モニタリング（内部監査）担当者

により随時に閲覧できる体制をとる。 

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・航空の安全確保及び空港保安に係る規程を制定し、安全マネジメント体

制を敷く。その運用にあたり関係機関及び空港内他事業体と密接に連携し

て対応する。 

・各種のリスクについて、未然防止の観点から各規則の制定、マニュアル

の作成・配布並びに研修・訓練を実施する。 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・業務分掌・業務執行基準を定め業務執行に係る権限・責任を明確化する。 

・経営会議･常勤役員会を定期的に開催し重要事項に係る意思決定を迅速に

行う。 

 

⑤監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項 

・監査役が要請した場合には補助使用人を配置する。その独立性の確保のた

め、当該使用人は監査役の指揮命令の下で業務を行う。当該使用人の人事

考課及び人事異動については監査役と事前協議する。 
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⑥取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 

・監査役による重要会議への出席及び重要書類閲覧の機会を確保する。ま

た、事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメント等の内部統制シ

ステムの整備及び運用状況を監査役に定期的に報告する。 

・監査役から業務の執行状況につき報告を求められた場合、会社に著しい

損害を及ぼす事実又はおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査役に

報告する。 

・当該報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由

として不利な扱いをしない。 

 

⑦監査役の職務の執行について生じる費用等に係る方針 

・監査役がその職務を執行するうえで必要な費用について、監査役と協議

のうえで予算措置をし、費用の前払いが必要な時には担当部署において対

応する。 

 

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・取締役社長と監査役は定期的に意見交換を行うこととする。 

 

（２）体制の運用状況の概要 

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制について 

・ 代表取締役は「行動指針」を策定し、経営会議等において法令遵守を

前提とした業務執行を主導するほか、年頭訓示、人事異動等の様々な

機会をとらえてコンプライアンスの重要性についてメッセージを社内

に発信している。また、e ラーニングを用いた研修によりコンプライ

アンス意識の向上、コンプライアンス違反防止を図っている。 

・ 代表取締役直轄組織による定期的な内部モニタリングを継続するとと

もに、その結果は取締役を含む経営陣が参加する会議体に報告・共有

を図っている。 

・ 親会社および弁護士事務所にコンプライアンスに関する内部通報窓口

を設置し、法令や行動指針等に違反する行為を発見した社員が通報で

きる体制を継続して運用している。 

・ 外部との取引に係る契約書に反社会的勢力排除条項を記載するなどの

対応を行っている。なお、必要な場合は、空港施設内に常駐する警察

当局との連携を図ることとしている。 

・ 「腐敗行為防止方針」に基づき、贈答・接待に関する社内周知や調査

を実施し、その発生の防止に努めている。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について 

・ 取締役会等の議事録、稟議書、会計帳簿その他の業務執行に関する文

書（電子情報含む）について、種類ごとに適切な保存期間を設定し、

所定の方法により作成・保存・廃棄している。また、保存文書は取締

役・監査役・内部モニタリング担当者が適宜、閲覧可能としている。 
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③損失の危険の管理に関する規程その他の体制について 

・ 社外の関係機関等とも連携しながら、安全・保安に係る各種規程類やマ

ニュアルの更新、訓練の実施に継続して取り組んでいる。また、各種訓

練（航空機事故・不法侵入・ハイジャック・津波避難・旅客ターミナ

ルビル消防等）やｅラーニングを活用した教育を行い、安全知識・意

識の向上、情報漏洩防止等のセキュリティ強化を図っている。 

・ 経営上の各種リスクについては、年度ごとの実施事項、翌年度の課題・

対応を親会社に報告している。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制につい

て 

・ 社内規程により責任・権限を明確にしており、定期的に開催する経営

会議等において業務執行に関する重要事項を審議し、迅速な意思決定

を行っている。 

・ 中期経営計画および年度事業計画を策定し、これらの計画に基づいて

業務に取り組んでいる。 

・ 取締役会、経営会議を定期的に開催し、会社の業務執行に関する重要

事項を審議し、責任・権限を定めた業務執行に係る社内規程に基づき

意思決定を行っている。 

 

⑤ 監査役による監査を支えるための体制について 

・ 代表取締役は定期的に監査役との会合を実施している。 

・ 常勤監査役が経営会議をはじめとした各種会議体へ参加する機会を確

保するとともに、稟議書や内部モニタリング結果等の重要書類を閲覧

する機会を確保し、事業の進捗や内部統制システムの整備及び運用状

況について定期的に報告・情報共有を図っている。 

・ 監査役からの要請に基づき補助使用人２名を選任し、監査役会事務局

として監査役がその職務を円滑に遂行可能な体制を整備している。 

 

 


